
　いきいきとしたセカンドライフを送るためにさまざまな技や心がけを連載してきましたが、実
践するには心身ともに健康であることが何よりのポイントです。定期的に健康診断を受けたり、
持病を適切に治療したりして悪化を予防することが健康寿命を延ばすことにつながります。その
ためには、日頃から健康管理の相談ができる「かかりつけ医」を持つことが大切です。

日々の健康管理の心強い味方
「かかりつけ医」を持ちましょう。

実践！いきいきセカンドライフ　№12
Hello!
問 多久市地域包括支援センター
（福祉課内）　☎75－6033

かかりつけ医があると…

薬剤師ともよく相談しましょう…

※現在介護予防サービスや介護予防事業などを利用している人は、各担当者や担当介護支援専門員
　（ケアマネジャー）から、移行への説明が随時行われますが、ご利用にあたって、不安や
　疑問などありましたら、多久市地域包括支援センター（☎75－6033）まで問い合わせください。

☆専門医への紹介☆☆専門医への紹介☆

　病歴や体質、治療状況など継続的に自分の健康
状態を把握してもらっておくことで、適切な処置
につながりやすくなり
ます。

　病状などに応じて精密検査や高度な治療が必要
な時には、専門医などに紹介してもらい、適切な
治療につながります。

　かかりつけの薬剤師にも日頃の体質や病歴を把
握してもらい、自分の薬について、効果や副作用、
注意事項をしっかり聞き、服用し始めてからの変
化などを積極的に相談しましょう。薬のことで心
配がある時などはかかりつけ医に確認や相談をし
てくれます。

　薬局でおくすりの処方を受ける時は、必ずおく
すりノートを提出してください。処方の重複や飲
み合わせなどを確認してもら
えます。

☆日頃からの体調を把握してくれる☆☆日頃からの体調を把握してくれる☆

☆自分の薬のことをしっかりきく☆☆自分の薬のことをしっかりきく☆

定期的な健診・検診を忘れずに受けましょう

　現在治療している病気の状態だけでなく、全身の健康状態を知ることに
つながり、またその結果をかかりつけ医に報告することで、病気の治療や
新たな生活改善の方法を確認するきっかけになります。
　「自分の健康は自分で守る！」を意識して、広報や個別の案内を見逃さず、
積極的に受診しましょう。

☆からだ全般の状態を把握するきっかけになります☆☆からだ全般の状態を把握するきっかけになります☆

☆重複服用を防ぐ☆☆重複服用を防ぐ☆

介護予防・日常生活支援
総合事業がはじまります
介護予防・日常生活支援
総合事業がはじまります
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健康診断を
受けよう！

「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用して、介護予防に取り組みましょう！
　要支援認定を受けている人の保険給付や、介護予防が必要な人への事業が、高齢者のみなさんの介護予防と
日常生活の自立を支援することを目的として、介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）に変わります。

　要支援１・２の人は、受けている介護予防サービスのうち、訪問介護（ホームヘルプサービス）と通所介護
（デイサービス）だけが総合事業に移行します。
　平成29年度は、現行の訪問介護や通所介護に相当するサービスのみが提供され、現在のサービス内容を、原
則、そのままご利用いただけます。

これまで 平成29年４月～
介護予防サービス（要支援１・２の人）
○訪問看護　○通所リハビリテーション
○福祉用具貸与…など

介護予防事業（65歳以上で介護予防が
必要な人・元気な人…など）

○介護予防教室
○住民主体の介護予防活動の支援……など

総合事業

介護予防サービス（要支援１・２の人）
○訪問看護　○通所リハビリテーション
○福祉用具貸与…など訪問介護、通所介護以外
　のサービス○訪問介護　○通所介護

介護予防・生活支援サービス事業（要支援１・２の人等）
○訪問型サービス　○通所型サービス……など
一般介護予防事業（65歳以上の人等）
○介護予防教室
○住民主体の介護予防活動の支援…など
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